
違法車両の合同取り締まりを実施します
国土交通省福島河川国道事務所と福島運輸支局は、福島北警察署の協力のもと、一般

国道４号国見パーキングにおいて、違法車両の合同取り締まりを実施します。
この合同取り締まりは、無許可の特殊車両や不正改造車両など重大事故につながる恐

れのある車両を排除するため、実施するものです。
なお、詳細は下記のとおりです。

取締日時：平成２４年１０月１５日（月） １３時３０分～１５時３０分（小雨決行）
取締場所：一般国道４号 国見パーキング（所在地：伊達郡国見町大字石母田 地内）

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

ＴＥＬ ０２４－５４６－４３３１（代表）

副所長（道路） 佐 藤 利 美（内線２０５）

国土交通省 東 北 運 輸 局 福 島 運 輸 支 局

ＴＥＬ ０２４－５４６－０３４２

検査・整備・保安部門 陸運技術専門官 佐藤 恵司

問い合わせ先

〈発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ〉

▼位置図▼ ▼過去の取り締まりの様子▼

●福島河川国道事務所による特殊車両の指導取り締まり
●福島運輸支局による不正改造車両及び整備不良車両の街頭検査

一般国道４号（下り）
国見パーキング

宮城県

福島県

平 成 ２ ４ 年 １ ０ 月 １ ２ 日
東 北 地 方 整 備 局

福 島 河 川 国 道 事 務 所

東 北 運 輸 局
福 島 運 輸 支 局



◎道路法に基づく車両の制限
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の
危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を下記のとおり定めています。こ
の最高限度のことを「一般的制限値」といいます。（道路法第47条第1項、車両制限令第3条）

【参考資料】

・寸法について ・重量について

※総重量・高さについては、道路や車種により特例あり

●特殊車両について

●不正改造車両等について



特殊車両が関係した重大事故

【事例】

○平成２３年６月発生
重量物運搬用セミトレーラーが、２車線トンネル内部で積載物を落下。
対向車のドライバーが負傷。約６時間全面通行止め。

▼事故状況▼ ▼通行止め状況▼

当該車両は、特殊車両通行許可を取得せずに、道路を走行中事故をおこ
した。

▼事故原因車両▼

無許可車両


